
老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）交付要綱 新旧対照表 
  改正後 改正前 

 

１～６ （略） 

 

（交付の条件） 

７ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとす

る。 

（１）都道府県等事業の場合 

ア 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、

速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

イ 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働

大臣の承認を受けなければならない。 

ウ ～（２） （略） 

 

８～１０ （略） 

 

（実績報告及び補助金等の額の確定の通知） 

11 この補助金の事業実績報告及び補助金等の額の確定の通知は、

次により行うものとする。 

（１）都道府県等事業の場合 

ア 都道府県知事は、事業の完了の日から起算して１か月を経

過した日（７の（１）のイにより事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から１か月を

経過した日）又は事業の完了した日が属する年度の翌年度の
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別 紙 



４月１０日のいずれか早い日までに別紙様式９による報告書

に調査研究等の報告書を原則としてＤＶＤに格納し、７枚部

を添えて厚生労働大臣に提出して行うものとする。なお、事

業が翌年度にわたるときは、別紙様式１０による年度終了実

績報告書を翌年度４月３０日までに厚生労働大臣に提出する

ものとする。 

イ 市町村長は、事業が完了したとき又は７の（１）のイによ

り事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、都道府県

知事が定める日までに別紙様式９による報告書に調査研究等

の報告書を原則としてＤＶＤに格納し、７枚部を添えて都道

府県知事に提出して行うものとする。なお、事業が翌年度に

わたるときは、別紙様式１０による年度終了実績報告書を翌

年度４月３０日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

ウ 都道府県知事は、イの報告書を受理したときは、その内容

を審査しこれを取りまとめ、別紙様式１１による報告書に関

係書類（調査研究等の報告書を含む。）を添えて、事業の完

了した日が属する年度の翌年度の４月１０日までに、厚生労

働大臣に提出して行うものとする。 

エ 都道府県知事は、補助金について厚生労働大臣の交付額の

確定があったときは、市町村長に対し、別紙様式１２によ

り、速やかに確定の通知を行うものとする。 

（２）法人等事業の場合 

厚生労働省所管の法人の長又は厚生労働大臣が特に必要と認

めた法人の長は、事業の完了の日から起算して１か月を経過し

た日（７の（２）のアにより事業の中止又は廃止の承認を受け
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添えて厚生労働大臣に提出して行うものとする。なお、事業

が翌年度にわたるときは、別紙様式１０による年度終了実績

報告書を翌年度４月３０日までに厚生労働大臣に提出するも

のとする。 

イ 市町村長は、事業が完了したとき又は７の（１）のイによ

り事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、都道府県

知事が定める日までに別紙様式９による報告書に調査研究等

の報告書を原則としてＤＶＤに格納し、７部を添えて都道府

県知事に提出して行うものとする。なお、事業が翌年度にわ

たるときは、別紙様式１０による年度終了実績報告書を翌年

度４月３０日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

ウ 都道府県知事は、イの報告書を受理したときは、その内容

を審査しこれを取りまとめ、別紙様式１１による報告書に関

係書類（調査研究等の報告書を含む。）を添えて、事業の完

了した日が属する年度の翌年度の４月１０日までに、厚生労

働大臣に提出して行うものとする。 

エ 都道府県知事は、補助金について厚生労働大臣の交付額の

確定があったときは、市町村長に対し、別紙様式１２によ

り、速やかに確定の通知を行うものとする。 

（２）法人等事業の場合 

厚生労働省所管の法人の長又は厚生労働大臣が特に必要と認

めた法人の長は、事業の完了の日から起算して１か月を経過し

た日（７の（２）のアにより事業の中止又は廃止の承認を受け



た場合には、当該承認通知を受理した日から１か月を経過した

日）又は事業の完了した日が属する年度の翌年度の４月１０日

のいずれか早い日までに別紙様式９による報告書に調査研究等

の報告書を原則としてＤＶＤに格納し、７枚部を添えて、厚生

労働大臣に提出して行うものとする。なお、事業が翌年度にわ
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１２、１３ （略） 

別表 （略） 

 

別紙様式１、別紙様式２、別紙様式３ （略） 
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１２、１３ （略） 

別表（略） 

 

別紙様式１、別紙様式２、別紙様式３ （略） 

 



  



 



 

様式３－２別添、別紙様式４、別紙様式５（略） 

 

様式３－２別添、別紙様式４、別紙様式５（略） 



 
別紙様式６～９（略） 

 
別紙様式６～９（略） 

  



  

  



別紙様式９－２ 

１．（略） 

 

別紙様式９－２ 

１．（略） 

 



 

  



  



 

 

様式９－４、別紙様式１０～１２（略） 

 

様式９－４、別紙様式１０～１２（略） 


